
1 

事 業 名 称 福祉分野と連携した太宰府における空家対策の施策構築事業 

事業主体 名 太宰府市空家予防推進協議会 

連 携 先 太宰府市役所 

対 象 地 域 福岡県太宰府市 

事業の特 徴 

・ケアマネジャーや民生委員といった福祉分野の関係者並びに自治会等との連

携を見据えた上で、意向把握を行い、空家の未然予防に取り組む 

・空家となった住まいの見守りや管理を所有者はもちろんのこと地域ぐるみで

対応していけるような空家予防の担い手（今後の住まい方を考える人）の育

成を進める 

成 果 

・住まいを空家にしないための意識啓発となるようなカリキュラムやセミナー

プログラムのメニュー作成 

・福祉関係者、各コミュニティ等との座談会の結果をまとめた対話集の作成 

・空家相談窓口の対応マニュアルの作成 

成果の公表先 くらしの相談窓口をはじめ、各公共施設等にて成果物を配布予定 

 

 

１．事業の背景と目的 

（背景） 

太宰府市が平成28年度に実施した空家実態調査から、712件の空家が市内に点在していることが判明し

た。一方で、高齢者のみの世帯が4,664世帯おり、独居世帯は4,601世帯となっていることから、市内には、

空家となる可能性の高い住まい（＝空家予備群）が多く存在している状況にあり、今後も空家が増える可能

性が高い。 

空家が発生する条件としては、高齢の住まいの所有者が施設に入る場合や亡くなった場合、または引き

取り手や相続等の整理ができていない場合等、条件は多岐にわたると考えられる。 

そのような状況の中で、特に高齢者とその家族と接点の深いケアマネジャーや民生委員と連携して空家

対策に取り組むことで、空家になる前の段階から対策を行うことができ、空家の未然予防につながると考え

られる。 

現在、太宰府市内の空家等に対して相談できる窓口が存在していない中で、「相続や終活等、住まいに

関することをどこに相談して良いのかわからない」といった住民の声や、高齢者との接点の多い民生委員や

ケアマネジャー等から、「今後の暮らし方・住まいの扱い方に関することやそれらに対する相談に対してどの

ように対応していいかわからない」といった声が上がっている。 

平成29年度に太宰府市が、自宅所有者を対象に実施した太宰府市での今後の住まいについてのアン

ケートでは、「空家対策・予防として、必要だと思う取組」について「空家に関する相談窓口を設ける

（56.3％）」が最も高く、次いで「空家に関する情報（活用・管理・処分等）提供を積極的に行う（47.5％）」とな

っており、窓口等に対するニーズが高まっている状況にある。 
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（目的と実施概要） 

今回の事業を通じて、市内全体を対象に、公的機関（行政）の認定を受けた空家に対する相談窓口を市

役所内に設置し、空家対策に向けた取り組みを実施する。住民の方に安心（信頼）して本音で話してもらえ

る環境を構築する。 

相談窓口は、協議会が運営を担い、地域ぐるみで体制を構築する。事務局で既に取り組んでいる素地を

活かして、民生委員やケアマネジャー等といった福祉の専門家を対象に座談会や勉強会・セミナー等を実

施し、「空家予防の担い手」となってもらえるような支援を行う。 

また、空家を含めた住まいの所有者やその近隣の方を対象に、空家予防に向けた意識啓発や住まいに

関する相談対応を行うため、自治会単位でのセミナーや相談会等を実施し、空家「予防」の啓発や住まい

に関するアドバイスを行う。 

太宰府市の住民が豊かに暮らすことを目的に、住まいの状況を勘案し、人生に寄り添い、ライフステージ

に応じた支援を行う。さらに継続できる相談窓口の運営や体制づくりを行う。 

今後のビジョンとして、協議会を核に、空家予防の担い手を育て、その輪を広げて、地域一人ひとりが今

後の住まいに関心を持ち、みんなで地域を見守るような体制の構築を目指す。 

また、住まいに関する困りごとが発生した場合には、協議会が専門家を派遣し、効果的なアドバイスがで

きる環境づくりを目指す。 

 

 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

各事業のフロー及びスケジュール等を以下に示す。 

 

表１ 事業実施工程表 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① ケアマネジャーや民生委員との座談会、勉強会の開催

① 自治会単位での相談会やセミナーの開催

①
今後の暮らしや住まい（終活等）に関する
セミナー兼シンポジウムを開催

★ ★

② カリキュラムの整理、プログラムの構築

② 専門家との連携体制構築

③ 相談窓口の設置と運営

③ 相談窓口の継続できるしくみの構築（検討）

④ 対話集の作成、マニュアルの作成

④ 相談窓口（協議会）ミーティング（月1開催） ● ● ● ● ● ● ● ○

事業項目 具体的な内容

取

り

ま

と

め
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図１ フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業の取組詳細 

① 相談員や専門家の研修・育成 

（自治会に向けた空家予防の意識啓発となる勉強会の実施） 

・今後の住まい方（終活）について事前に考えてもらうための意識啓発や住まいに関する困りごと等を

把握するため、32の自治会を対象に、計20回勉強会等を実施した。（※集客が見込めなかった自治

会もあった） 

・11 月、12 月に渡って、市の協力のもと、校区自治協議会（代表者が集まる会合）に対して、協議会の

活動趣旨等を説明した。 

・勉強会を実施していく中で、「自分たちの地区で講演会を実施してほしい」といった声があり、太宰府

小校区福祉会にて、「人の終活、家の終活」をテーマに 200 人規模の講演会を実施した。 

・各会場、満足度も高い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常期 予備期 空き家 

提案 

対策 

実施 

対応 

準備 

相談 

対応 

空き家ステージ 

取組ステップ 

今後の暮らしや住まい（終活等）に関するセミナー、シンポジウムの開催 

 

カリキュラムの整理、プログラムの構築 

専門家との連携体制構築 

相談窓口（協議会）ミーティング（月 1開催） 

※相談者に対して、相続、片付け、利活用（売買、賃貸）、除却等の提案 

ケアマネジャーや民生委員との座談会・勉強会の開催 

自治会単位での相談会やセミナーの開催 

対話集、 

マニュアルの

作成 

相談窓口の設置と運営 

相談窓口の継続できるしくみの構築（検討） 
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表２ 実施概要 

日付 場所 人数 実施内容 

8 月 21 日 大佐野 共同利用施設 ０ ― 

8 月 29 日 長浦台 共同利用施設 ０ ― 

8 月 31 日 向佐野 共同利用施設 ０ ― 

9 月   空家窓口を設置、運営スタート 

9 月 11 日 水城  共同利用施設 ０ ― 

9 月 21 日 都府楼 共同利用施設 ０ ― 

9 月 26 日 長浦台 共同利用施設 １ 無料相談会。片付けのコツについて説明 

10月 16日 都府楼 共同利用施設 ０ ― 

10月 26日 青葉台 共同利用施設 １ 無料相談会。片付けのコツについて説明 

10月 31日 国分  共同利用施設 １ 無料相談会。片付けのコツについて説明 

11 月   ・自治会長に対し、市と連携して協議会と相

談窓口についての趣旨説明を実施 

11 月 2 日 向佐野 共同利用施設 ２ 無料相談会、片付けのコツについて説明 

11月 16日 国分  共同利用施設 ６ 無料相談会、片付けのコツについて説明 

11月 20日 大佐野 共同利用施設 １ 片づけについて相談され、アドバイス等実施 

11月 27日 向佐野 共同利用施設 26 片付けのコツについて説明 

講演会の依頼を受ける 

12 月   ・35 校区の自治会長に対し、協議会として、

再度趣旨説明を実施 

12月 14日 向佐野 共同利用施設 ０ ― 

12月 18日 青葉台 共同利用施設 ０ ― 

12月 18日 太宰府小校区福祉会 

太宰府館 

212 勉強会参加者の依頼で実施 

人の終活、家の終活をテーマに講演 

12月 21日 向佐野 共同利用施設 ０ ― 

1 月 29 日 星ヶ丘  公民館 50 役員会に参加。趣旨説明のみ実施 

2 月 12 日 東が丘  公民館 25 人の終活、家の終活に関するセミナー実施 

2 月 20 日 大佐野台 公民館 31 人の終活、家の終活に関するセミナーの実施 

 

 

写真２ 会場の様子（2/20） 写真１ 会場の様子（2/12） 
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（空家予防に担い手セミナーの開催） 

   ・当初は福祉関係者を対象に空家予防の担い手セミナー（研修）を実

施する予定であったが、ヒアリング等の結果から、空家の担い手になる

ことが難しい状況にあることが分かってきた中で、自治会におけるニー

ズが高いことから、自治会の方も含めた研修会として実施した。 

・研修会では、「相談者に対するアドバイスの実践につながる」「住ま

いを空家にしない手段・方法を知ることができる」「職場や現場、住

まいにおいて、すぐに使える片づけ術が身につく」といった効果を

見込み、プログラムを設定した。 

・全 3 回の内容は以下のとおりである。総じて、満足度が高い状況で

あった。 

 

表３ セミナー概略とアンケート結果 

 日付 実施場所 人数 研修テーマ・講師 

１ 1 月 21 日 イエノコトモデルハウス 11 私の終活 エンディングノートの役割と知識 

講師：日本葬祭アカデミー教務研究室 

二村祐輔氏 

２ 1 月 28 日 いきいき情報センター 24 家の終活～片づけ～ 親子塾 

講師：イエノコト株式会社  

淀川洋子、石田ひろみ 

３ 2 月 4 日 いきいき情報センター 16 家の終活 空家のもつリスク 

講師：株式会社ホームブレイン 井勢敦史氏 

第 1 回 満足度 第 2 回 満足度 第 3 回 満足度 

①大変良かった, 

8, 73%

②良かった, 

1, 9%

③ふつう, 2, 

18%

④参考にな

らなかった, 

0, 0%

⑤無記入, 

0, 0%

n=11

 

①大変良かった, 

9, 

38%

②良かった, 

13, 

54%

③ふつう,

1, 

4%

④参考にならなかった, 0, 

0%

⑤無記入, 

1,

4%

n=24

 

①大変良かった, 

7,

46%

②良かった, 

4, 

27%

③ふつう, 0, 

0%

④参考にならなかった, 

0, 0%

⑤無記入, 

4,

27%

n=15

 

 お墓のことをもっと家族と話

し合う必要が考えようと思い

ました。【70 代女性】 

 片づけることが楽しい暮ら

しに結びついていく事に気

づきました。【60 代女性】 

 空家の管理対策がいかに重

要か分かりました。【60 代男

性】 
 

太宰府小校区福祉会の講演会 

写真 5 会場の様子２ 

写真４ 会場の様子１ 

写真３ 会場の様子 

（主な意見） 

・空家対策が身近な問題としてとら

えていたので、お正月には帰省

する子供たちと話すことにしま

す。 

・「捨てる」を実践したい。 

・とても勉強になりました。 など 

①大変良かった, 

42,

58%

②良かった, 

27, 

38%

③ふつう,

2,

3%

④参考にならなかった, 

1, 

1%

n=72

講演の満足度 
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（福祉関係者に対するヒアリング、アンケートの実施） 

・ケアマネジャーや社会福祉協議会等の福祉関係者に対して、日ご

ろ接する方から受けた相談の内容や欲しいサービス等を含めた意

向をアンケートとヒアリング調査で把握した。 

・ヒアリングでは、福祉関係者のおける役割についてお聞きするとと

もに、今までに受けた住まいに関する相談事項をお聞きした。「住

まいに関する相談があっても、業務の関係で細やかな対応が難し

い」、「空家の管理について対応が進むと良い」といった意見もあっ

た。 

・アンケート結果については以下のとおりである。 

 

 

 

表４ アンケート概要と結果（一部抜粋） 

対象者 地域包括支援センター（ケアマネジャー等） 

実施期間 2018 年 12 月～2019 年 1 月 

配布数・回収率 配布数 30 枚、回収数 15 枚、回収率 50% 

アンケート内容 

設問 主な回答 

■接する方から

の相談内容 

●転居・施設入所 

・高齢者住宅への転居希望 

・単独生活で先々を心配して施設を探したいとの相談 

・両親を心配された家族より、施設等の入所相談が多くなってきている 

●今後の住まい・土地の方向性について（管理） 

・高齢者夫婦世帯で、二人でサービス付き高齢者住宅への入居されること

となり、家の処分をどうするか検討しているということがあった 

・自宅を売却しないと老人ホームには入れない。固定資産税を払い続けて

いる遠方の土地がある（建物付き） 

・施設に入居したいと思うが一人暮らしなので空き家にするのが心配 

■主な相談者 ・70 歳以上の独居、親族が遠方にいる方が中心 

（家族と同居していても、就労のため、独居状態となる場合が多い） 

■希望する 

サービス 

●相談窓口による支援 

・土地売却 

・空き家を管理してくれる業者の紹介 

・転居後の空き家や現在居住している住まいの処分方法等の相談支援 

・納税や相続、片付け、名義変更など必要手続きをとって流れが分かるよ

うな提案や対応ができるサービス 

●出張調査・相談 

・自宅まで出張しての調査や相談業務があれば助かる 

・できれば年に 1 回 1 件 1 件個別訪問して高齢者の住まいの悩みを聞く機

会を作って欲しい 

 

図２ 福祉関係者に対するアンケート  
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（『人の終活・家の終活』セミナーの開催） 

・人の終活・家の終活をテーマにセミナーを開催した。 

・参加者は 71 名あった。 

・会場からの質問や意見に関しては、「空家を地域のために使い

たいと思っている人がどれくらいいるのか知りたい」、「空家を活

用して、高齢者サロンを作りたいと考えている」、「家族信託につ

いて詳しく知りたい」、「空家を持っている。思い出がいっぱいあ

り、荷物もいっぱいある（使えるものもある）何から、手を付ければ

良いのかアドバイスがほしい」などがあった。 

 
写真 6 会場の様子 1 

 
写真 7 会場の様子２ 

表 5 『人の終活・家の終活』セミナー概要 

日付 場所 プログラム パネリスト 

9 月 22 日 飛梅アリーナ 1．「人の終活・家の終活」 

2．「太宰府市の空き家対策」 

3．「空き家に関するシンポジウム」 

  質疑応答 

4．個別無料相談会 

●太宰府市 

都市整備都市計画課 

松田勝美 

●株式会社ホームブレイン 

井勢敦史 

●イエノコト株式会社 

淀川洋子 
 

（『考えよう！家のこと』シンポジウムの開催） 

・「考えよう家のこと」をテーマにセミナーを開催した。 

・参加者は 17 名あった。 

・当日のアンケート結果から、「予防として何をするのが効果的か、

壊すだけが解決ではない。作り直したり、リフォームして親族が帰

ってくる家、場づくりとして活用、様々な活用方法を様々な角度

から見ることが大事だと感じた」、「回数を重ねるごとに、テーマが

あったらまとまったお話が聞けていいかもしれない」「太宰府市の

空き家の件数に驚いた」といった意見やその他聞いてみたい講

演テーマについては、「親子塾」、「空家の活用事例」などの意見

があった。 

 
写真 8 会場の様子 1 

 
写真 9 会場の様子２ 

表 6 『考えよう！家のこと』シンポジウムの概要 

日付 場所 プログラム パネリスト 

12 月 9 日 プラム・ 

カルコア太宰府 

１.早めに知ろう！空家になるリスク 

2．学ぼう！空家の利活用 

3．「考えよう！家のこと」 

住まいに関するご相談事例 

4．個別無料相談会 

●太宰府市 

都市整備都市計画課 

松田勝美 

●株式会社ホームブレイン 

井勢敦史 

●イエノコト株式会社 

淀川洋子 
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② 地域の専門家等との連携体制の構築 

・カリキュラムやプログラムメニューの作成に合わせて、協議会としての専門分野を広げる意味合いから、

住まいの状況・段階・分野に応じて助言できる専門家を位置付け、連携体制を検討した。 

・相談窓口と協議会並びに専門家との連携や関係性を整理、検討を行った。 

 

図３ 空家相談窓口と協議会等との関係イメージ 
平成 30 年 9 月 13 日 

ランド ブレイン株式会社 

■空家相談窓口と協議会等との関係イメージ 

 

抱えられているお悩みや問題（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

解決モデルをつくり、実績を増やす 

住まいについ

て、どこに相

談していいか

わからない 

自宅周辺が

空家となって

困っている 

家族と上手く

話ができず、

相続できない 

家を壊すのに

いくらかかる

かわからない 

住まいが空家

となったが片

づけができな

い 

空家を 

有効活用した

いがわからな

い 

司
法
書
士 

宅
地
建
物
取
引
業
協
会 

弁
護
士 

公
認
会
計
士 

税
理
士 

 

・ ・ ・ ・  

専門家人材バンク＝協議会と連携 

リ
フ
ォ
ー
ム
会
社 

全
日
本
不
動
産
協
会 

建
築
士
会 

民
生
委
員
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

お悩みのケースやジャンルに 

応じた専門家に話を振る 

活用 相続 除却 片付け 

【やるべきこと】 

◎悩みをリ スト 化 

◎発生のケースを

整理 

【やるべきこと】 

◎専門家の人材バンク をつく る  

ジャンルの

イメージ 

【注意点】 

◎なるべく 工務店のみになるのではなく 、

未然に防ぐこ と を意識した組織づく り  

・ ・ ・ ・  

住まい総合相談窓口 

（運営：空家予防推進協議会） 

（役割） 

◎悩みをワンス ト ッ プ

的に受ける。  

◎専門家と 相談者をつ

なぐ  

・・・  

◎地域ごと に対応できる方を  

位置づけれると 良い。  

 

 

相談者 

（悩み事） 

 

 

協議会 

 

住まい 

相談窓口 

 

専門家 

 

対応策を検討 回答が難しい相談の場合 

アドバイス 
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③ 相談事務の実施 

（運営概要） 

・太宰府市役所都市計画課内に「くらしの相談窓口」を設置し、協議会で運営を行った。 

・9 月に設置し、それ以後、毎週 3 日（月、水、金の 9 時から 17 時まで）常駐し、その他の日は電話転

送で対応した。（相談案件は 15 件程度あった） 

・基本的には窓口で相談を受け、相談内容に応じて現地に赴き、調査を行い、対応策を検討して、相

談者にアドバイスを行った。 

 

（相談内容） 

・主な相談内容については、以下の通りである。なお、個人情報に関する事項は掲載していない。 

 

表 7 相談内容概要 

日付 関係  相談内容、対応など ケース 

9 月 11 日 所有者 寮 ・現在所有している「寮」が H31 年 3

月末で空き室になるため、まるごと借

りてもらえる先を探してほしいとい

う相談 

所有する物件の

活用（賃貸）の

ケース 

9 月 11 日 所有者 住居 ・空家になって半年になる。 

・住まいを賃貸する方向で検討したいと

の相談。（ただし、家屋には大量の荷

物があり） 

所有する物件の

活用（賃貸）の

ケース（片づけ

が必要） 

9 月 28 日 所有者 学生寮 ・学生寮を営んでいたが、空室となり、

学生寮の契約を打ち切ることにした。

新たな借り先を探してほしい。 

所有する物件の

活用（賃貸）の

ケース 

10月15日 所有者 住居 ・主人が亡くなり、子どもいない。 

・今後相続を姪にしたいがどうしたらい

いのか、わからない。 

相続に関して知

りたいケース 

10月26日 近隣住民 住居 ・草木の繁茂などから、物件に対して、

何とかしてほしいとの相談。 

⇒市の方で、所有者に対して、文章を送

っていたがなしのつぶてであった。 

⇒窓口の立ち上げと並行して、市と窓口

で所有者に会いに行くが留守。 

・所有者から市に連絡があり、事情を説

明し、理解を得る。 

⇒最終的に所有者の方で、売却を希望さ

れ、売却が成立。 

売却したケース 

※立地条件がよ

かったことが早

期解決につなが

った要因。" 

11月12日 所有者 住居 ・自分（所有者）が施設に入居するため、

実家が空き家になる。どうすればいい

かわからない。子どもたちは遠方（大

野城）に住んでいる。 

・住まいの方向性について相談したい。 

所有者が施設に

入所する関係か

ら住まいの方向

性について検討

したいケース 

12 月 9 日 所有者 住居 ・自分は施設に入って、余生を過ごした

いと思っているが費用捻出のため、住

まいを賃貸として、施設入所などの資

金に企てたい、住まいの方向性につい

て相談したい。 

所有する物件の

活用（賃貸）の

ケース 

 



10 

 

④ 実施した取組の取りまとめ・公表 

 ・毎月、協議会の関係者が集まり、進捗確認等を行うミーティングを実施した。（計 8回） 

・実施概要は以下の通りである。 

※（３）成果内容と重複する事項は、この項目では記載しない。 
 

表 8 ミーティング概要 

回数・日付 次第 概略 

第 1回 

8月 9日 

1．申請事項の確認と実施内容の整理 

（ケアマネジャーや民生委員との座談会、勉強会の開催

について、自治会単位での相談会やセミナーの開催に

ついて、シンポジウムについて、相談窓口について） 

２．今後のスケジュール 

（ミーティング（月 1開催）について） 

３．その他 

（自治会に対するアプローチについて、今後の展開） 

・初回のミーティング 

・申請時に取り組み事項 

の確認、整理し、具体

的な動き方について検

討を実施 

第 2回 

9月 3日 

1．実施内容の整理、具体策の検討 

（周知に関する取り組み、ケアマネジャーや民生委員に

対する取り組み、自治会に対する取り組み、セミナー

とシンポジウムについて、カリキュラムの整理、プロ

グラムの構築、相談窓口の設置と運営、継続できるし

くみ） 

２．今後のスケジュール 

・相談窓口の立ち上げに

関する事項を中心に、

再度、申請事項の具体

化に向けて検討を実

施 

第 3回 

9月 19日 

１．進捗状況報告（8月分） 

２．セミナー（9/22）について 

３．シンポジウム（12/9）の内容について 

４．空家相談窓口のしくみ、体制（協議会による運営等）

について 

５．今後のスケジュールについて 

・相談窓口の対応策につ

いて検討を実施 

・協議会と専門家等との

体制に関する意見交換 

・シンポジウムに向けた

スケジュール等の調整 

第 4回 

10月 1日 

１．進捗状況報告（9月分） 

２．セミナー（9/22）の振り返り 

３．シンポジウム（12/9）の内容について 

４．今後の展開について 

５．今後のスケジュールについて 

・セミナーの集客状況や

質問のあった事項を

確認し、今後の対応策

などを検討 

第 5回 

11月 5日 

１．進捗状況報告（10月分） 

２．ケアマネジャーや民生委員への座談会、研修会について 

３．協議会の運営やしくみ、体制について 

４．中間報告について 

５．マニュアルのまとめ方について 

６．今後のスケジュールについて 

・研修会の内容の精査 

・成果品の取りまとめ方 

について意見交換 

・協議会に入ってもらえ

そうな団体に対するア

プローチの状況確認 

第 6回 

12月 3日 

１．進捗状況報告（11月分） 

２．シンポジウムについて 

３．今後の体制について 

４．事業のとりまとめについて 

５．今後のスケジュールの確認 

・シンポジウムの最終調

整を実施 

・来年以降の取り組み内

容とスケジュール確認 

第 7回 

1月 7日 

１．進捗状況報告（12月分） 

２．事業のとりまとめについて 

３．次年度の展開と今後の体制について 

４．今後のスケジュールの確認 

・成果報告会に向けての

発表内容を整理 

・空家予防セミナーの実

施内容の確認・整理 

第 8回 

２月４日 

１．進捗状況報告（1月分） 

２．事業のとりまとめについて 

３．次年度の展開について 

４．今後のスケジュールの確認 

・次年度に向けての展開

の検討を実施 

・3月以降のスケジュー

ルの調整を実施 
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・ミーティング後に、太宰府市空家予防推進協議会の参加者を対象に勉強会を実施した。 

・実施概要は以下の通りである。 
 

表９ 勉強会概要 

日付 概略 講師 

11月 5日 ・12/9実施のシンポジウム開催を見据えて、「空家管理の具体

的な取り組み方」をテーマにした勉強会を協議会参加者に実

践。（所有者と空家管理業務の委託の流れ、管理作業手順の

流れ、空家管理のメリットなど） 

●株式会社 

ホームブレイン 

井勢敦史 氏 

12月 3日 ・関西圏（特に大阪）における福祉分野（ケアマネジャーなど）

の取り組み事例等について説明と太宰府市で活かせる事項

などについて、アドバイスを実施。 

●株式会社 

ホームブレイン 

井勢敦史 氏 

・ケアマネジャーの役割や業務内容等について説明 

・接する方からの相談事項について説明 

・ケアマネジャーの現場や近況について説明 

・協議会が考える福祉分野の方々に期待すること（空家の担い

手など）に対する意見交換 

●社会福祉法人 悠生会 
大野城市 東地区 
地域包括支援センター 
看護支援専門員    
北原 美貴 氏 
※協議会メンバー
とつながりがある
方を招聘した 

1月 7日 ・講師が担う空家予防に担い手セミナー（家の終活 空家のも

つリスク）の内容を協議会参加者に対して、実践（空家の法

的情報・遺言の重要性・相続法・認知症法的対策など） 

●株式会社 

ホームブレイン 

井勢敦史 氏 

 

（３）成果 

① 空家予防等に向けたカリキュラムやセミナープログラムのメニュー作成 

現時点で協議会として、住まいを空家にしないための意識啓発が図れるカリキュラムやセミナーのメニ

ュー（例：エンディングノートの作成方法、家の片づけ、親子塾等）を整理したものである。 

住まいの所有者や関係者に対して、「今後の住まい方」について早い段階から考えてもらうきっかけ

（意識啓発）となるものとしてとりまとめた。カリキュラムに関しては、今後の人材面でのつながりなどを踏ま

えて、適宜更新することを想定している。 
 

図 4 カリキュラムリスト 
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② 福祉関係者等との座談会の結果をまとめた対話集の作成 

今回の事業を通じて実施した座談会や勉強会、セミナー等に参加頂いた方や、福祉関係者の住まい

に関する悩み事をケースごとに整理した資料である。住まいに対する悩みを抱えている人が対話集を見

ることで、今後の住まい方について検討する際のきっかけやヒントとなるものを目指し作成した。この対話

集は適宜見直しを行い、相談内容等に応じて反映し、更新していくものとしている。 

図 5 対話集 
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③ 空家相談窓口の対応マニュアルの作成 

上記の①、②の内容を踏まえながら、現時点におけるくらしの相談窓口の対応フローや対応手法など

を整理した資料である。このマニュアルは適宜見直しを行い、窓口で受けた相談事項や対応内容を反映

し、充実させるものとする。 

図 6 作成したマニュアル 
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．評価と課題 

（１）相談員や専門家の研修・育成 

福祉関係者（ケアマネジャーや民生委員）に対して、アンケートやヒアリングを通じて意向把握していく

中で、接する方から住まいの相談を受けた際に、「相談に乗りたいところではあるが、業務が手一杯であり、

対応が難しい」といった意見もあり、住まいに対する相談対応までは担うことが難しいことがわかった。 

一方で、太宰府市の自治会は３２あり、コミュニティのつながりも異なることから、市の協力のもと、校区

自治協議会（代表者が集まる会合）等において、協議会の活動趣旨や理念等を伝えた。 

自治協議会から、趣旨を伝えてもらった上で、各自治会に対してアプローチ（ニーズ把握）したことで、

一定の理念共有を図った上で個々に対して行動ができたため、地域におけるニーズ等を効果的にくみ

取ることにつながった。 

また、地域側からも「勉強会を開催してほしい」といった声もあり、太宰府小校区福祉部会において、

212 人を集客する講演会（『人の終活・家の終活』）の実施にもつながった。 

今後も住まいに関する相談等のニーズはあると考えられるため、ニーズに応じたカリキュラム等を整理

し、継続した活動につなげていく必要がある。 

 

（２）地域の専門家等との連携体制の構築 

協議会の体制づくりに関しては、様々な団体にアプローチし、理念共有等を行った。これにより、新た

に連携可能な組織も出てきているため、引き続き、活動の強化を図るとともに活動に対する賛同会員を

募るなど、体制強化に努める必要がある。 

また、協議会においても取り組みの得意、不得意な分野があるため、改めて互いの特性を整理し、役

割分担等を行い、より効率的に、相談者の悩みに対応できる体制づくりを進めていく。 

 

（３）相談事務の実施 

くらしの相談窓口を設置したことにより、合計 15 件相談があった。空家は現状で市内に 700 件以上分

布しており、今後相談に対するニーズも増加することが予想される。そのため、窓口を設置したことに対

する周知（情報発信や PR）を行うことが必要である。 

また、住まいに関する相談内容は多岐にわたると予想されるため、様々な状況に対して、明確かつ迅

速に助言が行える体制づくりを行い、窓口として対応できる事項を増やし、窓口が対応できる事項をわか

りやすく解説した資料（パンフレット）の作成も検討する。 
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４．今後の展開 

 ケアマネジャーや民生委員が接する高齢の方の住まいに関する相談は、住まいが空家になる（住まなくな

る）直前であることが多いため、今後は別の切り口として、デイサービス等を含めた事業所に対して、意向調

査や動向等を把握する取り組みの実施を検討する。 

自治会に対しては、住まいに関する相談等のニーズが見込めることから、継続したアプローチを行い、空

家予防や啓発活動に取り組む。 

また、協議会や相談窓口においては、対応できる分野・領域を広げていくことを視野に入れ、体制強化を

図る。相続等の相談会を既に実施している団体もあることから、連携した講演会やセミナーの実施なども検

討する。 

さらに、取り組みの情報発信を行うための基盤（HP 等）づくりを行うとともに、空家を活用したい人（需要

者）や住まいを活かしてほしい人（供給者）の意向を「事前」にストックできるしくみを検討するとともに、互い

にマッチングするような取り組みにつなげていく。 

人材育成においては、主婦等を対象に女性が活躍する視点で、住まいの見守りや管理等を行えるしくみ

を検討する。 

様々な人材（特に大学や学生等も含む）が関われる場づくりとして、所有者の同意のもと、自由に DIY で

きるモデルハウスを造り、太宰府らしい空家活用の事例をつくるとともに、そこを拠点にした取り組みを検討

する。 
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